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Information No. HORS-15-001 
 

■ 2015 N-ONE OWNER’S CUP 特別規則 主要変更点 / 説明要約 
 

N-ONE OWNER’S CUP 特別規則 2014 年版からの主要変更点に関し、以下にご案内いたします。 

 

1. ２・３・２ 申し込み方法 

参加申し込みは参加者（エントラント）またはドライバーにより、N-ONE OWNER’S CUP 公式ホームページ 

（ http://www.n-one-owners-cup.jp/ ） からオンラインにて行う。 

【説明要約】 

参加申し込みは参加者（エントラント）またはドライバーにより行ってください、第三者からの申し込みは

受け付けられません。 

 

2. ２・５ 参加受理、参加拒否 

①参加申し込み者に対しては、大会 7 日前までに Honda ワンメイクレース事務局から参加受理または参

加拒否が通知され、参加受理された者には、主催者からの正式参加受理書と指名登録されたドライバー、

メカニックなどのクレデンシャルおよび通行証等が交付される。 

②参加受理後、不可抗力により出場ができなくなった場合は、すみやかに Honda ワンメイクレース事務局

まで届け出をしなければならない。 

【説明要約】 

参加申し込み後の参加受理、参加拒否、未出走（リタイヤ）について明文化します。 

 

3. ２・６ 参加申し込み定員 

参加申し込み数が本規則２・２による決勝出場台数を超える場合、以下にて申し込みが受け付けられる。 

【説明要約】 

参加申し込みは定員（決勝出場台数）以上受け付けません。またその際の受付方法について明文

化します。 

 

4. ３・４ 競技番号(ゼッケン) 

すべての参加者（エントラント）ならびにドライバーは、競技番号を Honda ワンメイクレース事務局(HORS)に

申請しなければならない。申請された競技番号は HORS の決定によりそれぞれに付与され、年間を通じて

同じ番号を使用する。 

なお各大会エントリー時には、参加者とドライバーにそれぞれ付与されている競技番号を選択して使用す

る。 

【説明要約】 

参加者（エントラント）とドライバーは、全員ゼッケン申請を行っていただきます。ライセンス所持者以外

はゼッケン申請ができません。 

エントラント参加の場合、ドライバーを含め複数のゼッケンを持つことになり、いずれかの番号を選んで

頂きます。 
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5. ３・７ ドライバー装備品 

【着用義務】 

・頭部および頸部の保護装置 [ Frontal Head Restraint （FHR） systems ] 

ただし、同装置については導入期間を設け Rd.5（オートポリス）までは着用を強く推奨とし、2015 年 7 月

18 日 Rd.6(富士スピードウェイ)大会より着用を義務付けとする。 

【説明要約】 

本年度よりドライバー自身の保護のため、頭部および頸部の保護装置（hans○R  System 等)について、

導入期間を経て着用義務となります。同装置のご準備をお願いいたします。 

（HORS からも同装置詳細について随時ご案内いたします） 

 

6. ３・９・４・１ 車両場外持ち出し 

二日間開催大会において、一日目終了後参加者の移動を目的とする車両の場外持ち出しが認められる

場合がある。ただし所定の手続き、公道走行車両検査が実施され、大会技術委員長ならびに大会競技

長承認のもと大会審査委員会が許可したものに限る。 

場外持ち出しがされた車両は、指定された時間に再車両検査を受け合格しなければその後の出走が認め

られない。 

【説明要約】 

2ｄａｙレースにおける予戦、決勝間の場外持ち出しに関し、申請、車検受検の手順を明文化します。 

 

7. ３・１２ タイヤ 

（略） なお使用されるタイヤは同一の銘柄、タイプおよびサイズの 4 本がセットで使用されなければならず・・ 

【説明要約】 

タイヤメーカー、仕様についても同一とし、異なる組み合わせによるコストアップを抑止します。 

 

8. ３・１４ シリーズポイント 

下記３・１４・１による上位 3 大会のポイントと、３・１４・２によるポイントの合計からなる、有効ポイント制によ

るシリーズポイントによって年間順位が決定される。 

【説明要約】 

Rd.1-Rd.9 の有効 3 戦ポイント＋FINAL ポイントの計 4 戦によるシリーズポイントに変更。 

また、Rd.1-Rd.9 のポイントについて下位および完走者のポイントが変更、設定されました。 

 

9. ４・５・５・３ ホイール 

ホイールは以下のサイズ範囲内でスチール製または JWLマークのある軽合金製への変更が認められる。ただ

し同一サイズの 4 本がセットで使用されなければならない。 

【説明要約】 

5.5J+52 サイズのホイール選択において、タイヤの一部と車体が干渉するケースがあり保安基準に適合

しないおそれがある為、同サイズの使用を取り消します。 

またサイズを 4 本同一とし、異なる組み合わせによるコストアップを抑止します。 

 

 

 

以上 


